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　　　　　国際人権規範の遵守に対する

　　行政的国際コントロールの司法化（2・完）

一テーマ別手続におけるプロセス重視の動き一

栢　木 めぐみ※

1　問題の所在と課題

H　テーマ別手続の特性　一意義と限界一

皿　ファクトファインディングによるコントロール機能の実効化

　一プロセス（手続過程）の重視一　　（以上第2巻第2号）

IV　公正なプロセスの具体的要素　一理論と実行一

V　結び　　（以上本号）

IV　公正なプロセスの具体的要素　一理論と実行一

　本章では、ファクトファインディングに従事する構成員の独立性と、ファクト

ファインディングの原動力といわれる情報の扱われ方を考察する。

　テーマ別手続での特別報告者や作業部会メンバーなどの専門家の独立性を検討

する時、彼らの身分保障や身体安全の確保を含め、いかなる特権免除が付与され

ているのかをみていくべきである。法律上いかなる保障がなされているのか、そ

して実行はどうなっているのかの双方から分析することが求められよう・まずは、

国際連合の特権及び免除に関する条約（以下国連特権免除条約）の関連規定とそ

れに関わる国際判例を紹介することで原則を導く。そのことを踏まえて具体的事

例としてテーマ別手続のうちもっとも最初に設置された失踪作業部会での実行と

テーマ別手続の中でもかなり明確な形で認定事実に対する法的評価を加えるよう

になった恣意的拘禁作業部会での実行をみていく79）。

　ファクトファインディング自体を開始させて活動として動かし続けるのが人権

侵害状況についての情報であるといえる。ファクトファインディングの実施主体
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にこれらの情報は寄せられ、それを土台にしたりまたはファクトファインディン

グ機関自らが情報収集や証人インタビューに乗り出すことで、事実審査さらには

法的審査が進められていく。このような情報をファクトファインディングでの証

拠として扱い証拠法理と論じる場合、どのようなものが想定されるかを検討する。

上述の独立性同様に失踪作業部会と恣意的拘禁作業部会での活動を紹介しながら

実行もみる。

　1　ファクトファインディングに従事する構成員の独立性

　特別報告者や作業部会の構成員らは「任務を行なう専門家」であることから国

連特権免除条約で規定される特権や免除を享受する8。1。同条約で規定される特権

免除のうち、任務の遂行中に特別報告者や作業部会メンバーらが行なった「口頭

又は書面による陳述及び行動に関して、あらゆる種類の訴訟手続の免除」はとり

わけ任務を遂行する専門家には付与されるべきであろう。そしてこの特権免除は、

人権委員会によって任命された裁判官および弁護士の独立性に関する特別報告者

79）　一口にテーマ別手続といっても、人権委員会による授権決議内容や対象となって

　　いる人権問題の性質、さらには特別報告者や作業部会構成員の考え方や能力に
　　よって各テーマ別手続の手法は異なるのである。しかし、テーマ別手続機関とし
　　てはじめて1980年に設置された失踪作業部会での作業方法は、他のテーマ別手続
　　によって踏襲されている。この意味で、失踪作業部会を具体的事例とする意義は
　　ある。失踪作業部会の活動を通して、個人の救済を主目的として個別ケースを直
　　接に扱いつつも当該ケースの責任追求的判断を回避するという作業方法が確立し

　　てきたが、1991年に設置された恣意的拘禁作業部会では作業方法に変容が見られ
　　始めた。その授権決議（CHRRes．1991／42〉で「ケースを調査する任務」が規定

　　された結果、従来の作業方法を踏襲しつつも個々のケース毎に国際人権規範に違
　　反する恣意的性質を有するかどうかの法的判断を加える「準司法的機能」（今井
　　「前掲論文」（注34）、104頁）を果たすようになってきた。恣意的拘禁作業部会に

　　おける活動を他のテーマ別手続から特異なものとして扱う論者も多い。（例えば今

　　井「同上論文」。；村上正直「人権保障の国際化と国際連合　一個人の人権問題の

　　取り扱いを中心として一」世界法年報第14号（1994）、37－57頁、51－52頁・；
　　Brody，R，TんθU？z乞彦θd　IVαεzc鵬（7γθα‘θ3α昭oγκ乞7zgσγo初p　oπみγわ窃，rαγマDθεθ窺z（〉π，

　　AmericanJoumal　ofIntemational　Lawvol．85，1991，pp，709－715）行政的国際コン

　　トロールにおけるプロセスが国際裁判に近づいて厳格になる流れを司法化現象と
　　捉える本論文の観点からは、恣意的拘禁作業部会を具体的事例とする意義がある。
80）イ4P卿oα翻吻qブ。4γ孟刎θ以Sθ伽oπ22，qμ舵Ooπ∂㎝彦乞o％o箆漉θP短測θ9θεα砿

　　1椛窩％観舵s4‘んθU魏εθd〈Aα島㎝ε，Advlsory　Op血ion　of15December1989，1、CJ，

　　Reports1989．
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クマラスワミに対してマレーシアの国内裁判所で名誉殿損の訴えが提起された事

例8”によって、その重要性が再認識された・以下では、ファクトファインディン

グに携わる特別報告者や作業部会構成員が国連特権免除条約規定の保護を受ける

「国際連合のための任務を行なう専門家」であることを先例として打ち立てたマ

ジル事件と前述のクマラスワミ氏に関する判例を検討する。

A．理論的検討

　マジル事件働で国際司法裁判所が示した勧告的意見の概要をまとめると次のよ

うになる即）。国際司法裁判所の管轄権がルーマニアの主張では否定される中、裁

判所は、人権小委員会における特別報告者が国連特権免除条約での「任務を遂行

する専門家」にあたると広義に解釈し、またマジル氏が特別報告者としての地位

を有し続けていると本件において判断することで、マジル特別報告者に対して同

条約第6条22項は適用されると意見を述べた幽）。このように認定する上で裁判所

は同条約第6条22項の条文解釈を行った絢。裁判所は同項の規定が対象とする

「人（鵤君ねπθp佛SOηαθ）肪）」、「期間（γα伽％右㎝ρ0幅5）87）」および「場所（γα彦¢一

〇πθ‘oσ乞）絡）」について検討した上で、同規定を次のように定義付けた。「国連特

権免除条約第22項は、国連の任務を与えられた個人（国連職員以外の者）に適用

されるのであって、それら個人は自己の任務を独立して遂行するために同項が規

81）　クマラスワミ特別報告者が雑誌社とのインタビューに応じた際、その発言内容の

　　中に名誉を殿損する表現が含まれていたという訴えがマレーシア国内裁判所にお
　　いて幾つか係争中であり、クマラスワミ特別報告者に対して損害賠償の合計額と
　　してL12億米ドルが請求されている（〈http，〃www，且cj一切，org／icjwww／ipresscom／

　　iPress1999／ipresscom9916＿inuma＿19990429．htm〉，last　visited　on　l　March2003．〉。

82）　国際司法裁判所は全会一致で国連特権免除条約第6条22項の適用性に関する問題

　　に対する勧告的意見を1989年12月15日に述べた。同意見はルーマニア国籍を有す

　　る人権小委員会での特別報告者マジル（DumitmMaznu）に関する事件において
　　国連特権免除条約第6条22項が適用されるかどうかという法的問題を問う経社理
　　決議1989／75によって求められたものであった。本事件に関する判例紹介として
　　はGIU，T，D．，∠）EOIS∫α〉・ノ箆‘θ㎜麗o肌εσo％冗qプ」秘5魔oθ一αdりzsoγΨ2％γ％d20麗㎝一

　　〇〇？zり粥乞㎝oπε舵P吻乞‘θ9θsα嘱1冊柵槻痂θsqプ惚U泥乞磁く履盛oηs，American

　　Joumal　ofIntematlonal　Lawvol84，1990，pp．742－746．；横田洋三『国際機構の法構

　　造1国際書院（2001）、169－190頁など。
83）詳しくは1，C，J．Reports1989，0p，碗．s％pmn80，paras．28－6L；横田『同上書』、

　　175－180頁を参照。
84）　　1．G　J．Reports1989，乞わ掘，paras，53－61，

85）∫わz¢，paras，40－52，
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定する特権免除を享有する。これらの特権免除は、その個人の任務遂行の全期間

認められており、それが旅行中であるか否かを問わない。また、これらの特権免

除は、同条約第22項に対する関係国による留保のある場合を除き、本国あるいは

常住国に対しても主張できる89）」。

　国連特権免除条約第6条22項bで規定される「あらゆる種類の訴訟手続の免

除」に関する見解の相違から生じたクマラスワミ氏のケースを次に検討する901。

国際司法裁判所は、クマラスワミ特別報告者に対して同条約第6条22項が適用さ

れ、特別報告者としての発言内容から提起されるすべての訴訟手続から免除され

ることをほぼ全会一致9正）で確認した921。また、裁判所はクマラスワミの特権免除

付与の国連事務総長による主張についてマレーシア政府がその国内裁判所に伝え

るべき義務を負っていたこと、そしてマレーシアの国内裁判所がクマラスワミの

訴訟手続からの免除について予備的に審理すべきだったことを勧告的意見として

86）　国連特権免除条約第22項での「任務を遂行する専門家」の意味が争点となってい

　　る。裁判所は同条約ではこの概念についての定義付けがなされていないとの理解
　　の下、第22項の規定の解釈を試みる。同項の規定から明らかになっているのは、
　　第1二に屯こもでσ～［専門家」に国連職員が含まれていないこと・第二にここでは

　　「国連のための任務を遂行する専門家（傍点執筆者引用）」のみについて規定して

　　いることだけである。これ以上にその任務の性質、期間、場所等については明確
　　な規定はなされていなく、同条約の君7α犯郷pγ伽αγα‘ozγθεにもこの点について

　　有益な言及はなされていない。しかしながら、裁判所は、第22項の目的が明白で
　　あるとする。その目的とは、国連職員でない個人に国連のために任務を遂行させ
　　ることを可能足らしめることと、そのような場合においてその個人に各々の任務
　　を独立して遂行する上で必要となる特権免除を保証することである。多様な任務
　　が国連によって国連職員でない個人に委ねられている事実に裁判所は着目し、そ
　　れらの場合において国連の慣行では、任命された個人が第22項でいう「国際連合

　　のための任務を遂行する専門家」であるとみなされてきたことを指摘する。

87）裁判所は「任務（mission）」の字義を検討し、これがもともと、ある人がある場
　　所に派遣されて何らかの仕事を行うという旅行に結びついた任務という概念で捉
　　えられていたが、その後、個人に任された職務（task）という広い意味で用いら
　　れるようになってきたと説明する。そして、第22条でいう「任務」を広く捉えて、
　　旅行を伴うか否かに関わりなく一般的な職務の意味であると裁判所はみなした。
88〉　専門家が本国あるいは常住国に対しても特権免除を主張できるのかについて、裁
　　判所は同条約第15項の規定との比較により、第22項が第15項でいうような除外規
　　定を有さないと指摘している。そして、自国民あるいは自国に常住している専門
　　家には第22項、23項が適用されないという留保を付していない国にあっては、本
　　国あるいは常住国においても第22項での特権免除を専門家は主張できるとした。
89〉　I　C，J，Reports1989，0鈴o麗s％P留αn．80，para．52，
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述べた。さらに、裁判所は、マレーシアの法的義務が実施され、クマラスワミが

特権免除を享有することが保障されるようマレーシア国内裁判所に本勧告的意見

を伝える義務を同国政府が負うことを示した931。

　国連憲章に規定されている内容が動態的に解釈されていくことで、設立当初に

想定されていた活動範囲が大幅に拡大される中、個人的資格で選任される人が国

連の任務を遂行することがますます多くなってきた。国連加盟国代表や国連職員

とも区別されるこのような人々は、いずれの国家、組織、団体からも独立して国

連の任務を行う必要がある。そのことを確保するためには、国連そのものの特権

免除とは別に、専門家個人に関係する特権免除を享有すること曳1が求められる。

国連のための任務を遂行する専門家に対して特権免除が付与されるべきであると

90〉特別報告者クマラスワミ（Dato’ParamCumaraswamy）が人権委員会の裁判官お
　　よび弁護士の独立性に関するテーマ別手続での活動を通して得た情報を基に1ル
　　‘θ”zα伽㎜‘Oo窺耀7σ翻L乞吻α伽η誌とのインタビューで発言した内容が記事と

　　して掲載されたことが発端で生じた事件である。特別報告者としての調査に基づ
　　き、実状では賄賂によって自己に有利な判決を得ることが行われていることを指

　　摘し、その内容が掲載された。クマラスワミが指摘した判決の恩恵を受けたとさ
　　れる人達によって名誉殿損の訴えがマレーシアの裁判所において提起されている。
　　国連事務総長の判断するところによれば、特別報告者としての位置付けでインタ
　　ビューに応じたとされるクマラスワミは「国連のための任務を遂行する専門家」
　　としての意見を述べているのであって、したがって国連特権免除条約における訴
　　訟手続からの免除を享有する（UNDoc．，E／1998／94，）。しかしながら、マレーシア

　　国内裁判所での名誉殿損の訴訟は係争中である（UNDoc，E／1998／94／Add．1〉。こ

　　のような状況の中、経社理決定1998／297は国際司法裁判所に対して、現在幾つか
　　の訴訟が提起されているクマラスワミ特別報告者に関する事件について国連特権
　　免除条約第22項での免除が適用されるかどうかについて、そして本件でのマレー
　　シアの法的義務についての勧告的意見を求めた。当該事件の詳細についてD伽笄
　　θπoθRθ’α‘陶虚o加現観乞君すかo？πムθ9α己P700θs3げαSpθozα尻αppo吻％γqμ舵

　　Oo柵呪乞ss乞oπ㎝H％㎜ηR乞gんお，Advisory　Opi皿on　of29Ap司1999，LC．J，くhttp　〃

　　www　iq】一c勾，org／iqjwww／idocket／muma／inumaframe，htm＞（Last　vlsited　on　l　March

　　2003．）；秋月弘子「国連の専門家の特権免除と事務総長の権限　一クマラスワミ

　　事件を手がかりとして一」国際法学会（編）『国際機構と国際協力　日本と国際法

　　の100年第8巻』三省堂（2001）所収、133－160頁。

　　14対1でKoroma判事が反対意見を述べている。
　　LC．J，Advlso！y　Op血ion1999，0p，σz乙s％pγαn．90，para．66．

　　1わz（孟，para．67

　　国連事務総長以下の国連職員に対しては、憲章第105条2項において明文で国連職
　　員が個人的特権免除を享有する必要性が規定された。一方、国連職員とは区別さ
　　れる国連のための任務を遂行する専門家については憲章では明文で言及されてお
　　らず、国連特権免除条約で規定されている。

91）

92）

93）

94）
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する結論は、本論文で主張し続けるように、人権保障のコントロールを目的とし

たファクトファインディングに対する信頼性を確保する上で要請されるプロセス

の公正性や公平性を担保するためのそれら活動に従事する専門家の独立性を求め

る現実的要請とも一致する。

　前述マジル事件での勧告的意見の意義は、国連特権免除条約第22項にいう国連

のために任務を行う専門家を広義に捉えて、人権小委員会の委員だけでなく、人

権小委員会における特別報告者をも「専門家」に含まれると判断したことであろ

う。同条約第22項における国連の専門家を広く解釈することは、国連の活動の範

囲が拡張されることに応じて専門家が任用される場合が増えてきている実状に対

応できていることを示す。専門家にその任務を遂行する上での身分保障を行うこ

とは、国連の任務の効率的遂行の観点から望ましいだけでなく、ファクトファイ

ンディングに従事する者の独立性から得られるプロセスの公正性の観点からも歓

迎されるべき事柄である。しかしながら、特権免除享有主体を過度に拡大するこ

とには弊害も伴なうことがあるため、広く捉えることとなってしまう「専門家」

の範囲の合理的説明が示される必要があると思われる95）。マジル事件における勧

告的意見についてもう一点私見を述べると、小田判事も勧告的意見に個別意見と

して付したように％）、裁判所は国連特権免除条約第22項の規定がマジル特別報告

者に適用されるかどうかだけでなくその適用による実体的効果を考慮する必要が

あっただろう。具体的事例において国連特権免除条約第22項に規定するどの特権

免除がどのようにして適用されるかについて、もっと踏み込んだ判断がなされて

も良かった97〕と思われる。

　クマラスワミに関する事件の意義は、調査の対象となっている国家あるいはそ

95）マジル事件での裁判所の意見に付されたEvenson判事の個別的意見では、国連の

　　専門家が享有すべき特権免除がそれら専門家の家族にも保障されるべきであると

　　いう指摘がなされており、同条約第22項の人的適用範囲が広がる可能性を示して
　　いる。横田はマジル事件で用いられた広い解釈基準を当てはめると、各プロジェ
　　クトで雇われる短期的コンサルタントや国連諸機関での学生インターンらもすべ
　　て国連の専門家に含めれる可能性が出てきてしまい、実務的に問題が生じると指
　　摘し、何らかの歯止めの必要性を強調する（横田『前掲書』（注82）、187頁・）。

96）　1，C，J　Repo嬬s1989，01λσ乞‘，ε％P僧αn．80，Separate　OP㎞on　ofJudge　Oda　para・18

97〉　同様の見解として横田『前掲書』（注82）、188頁。
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の国家機関が任務を遂行する専門家に対して圧力を加え出した際、専門家らの唯

一の身分保障が国連特権免除条約規定から出てくることを明らかにしたことであ

る。つまり、同条約での保障条項、とりわけ任務の遂行中に国連の専門家が行っ

た口頭または書面による陳述あるいは行動に対してはあらゆる訴訟手続からの免

除が保障されるという規定によってクマラスワミ特別報告者の独立性が担保され

ていることが本事件では強調された。国連特権免除条約がクマラスワミ特別報告

者に関する事例に適用されることを認めてクマラスワミが特別報告者の身分で

行った発言についてすべての訴訟手続から免除されると裁判所が結論したことか

ら、一見すれば特別報告者にとって好都合な意見であったといえる。しかしなが

ら・国連の専門家が特権免除を享有するか否かについての判断権が事務総長自身

にあってそれによる判断が加盟国国内裁判所にも決定的な効果を及ぼすというこ

とが本事件では是認されなかったことから、裁判所は必ずしも国連の活動を支持

する意見を述べたとはいえないと判例評釈する論者もいる盤1。国連特権免除条約

第23項の目的・意義は同条約下で生じる特権免除に関する問題の中心的な役割を

国連事務総長に担わせることにある。特権免除を有するか否かについての最終的

な判断を国内裁判所に託すことは、各国内裁判所で異なる基準を創り出すことに

つながる99）。そしてこのことによって、特別報告者という国連での一つのシステ

ムが損なわれ、国連特権免除条約によって枠付けられる統一的なスタンダードが

侵食されることにもなり兼ねない。国連加盟国の国内裁判所に特権免除の認定が

依存していたり・それらによる訴訟手続に服さなければならないとすると、人権

委員会の下で任務を遂行する特別報告者は効率的にそして独立して自身の果たす

べき機能を履行できない。しかし、だからといって、国連事務総長による特別報

98）Bekker賢P・H・F・，1窺θ幅伽呂Dθ・zsz・πr雌γ㎝σθRθ‘α吻‘・伽窺観吻か。窺

　　ムθ9α醗・cθε呵αSpθσ乞αεR卿・γ‘θ％γのんθ0・肌幡sz㎝・η磁㎜ηR㎏hts，

　　AmencanJoumal　ofIntemational　Lawvol93，1999，pp913－923，p，921，

99〉特権免除を享有するか否かの国連事務総長による統一的な判断がなされることの

　　重要性についてはWeeramantry判事も個別的意見で述べている。国連の各加盟国
　　の裁判所が独自の基準で国連の専門家の特権免除の享有について認定していたの

　　では、一貫性は見出しにくく、予測性は求めにくい。特別報告者がどこで任務を
　　遂行しようとその特権免除に関わる認定が同じ結果となるような、いわぱ裁判所
　　による統一的な一連の判決の必要性が強調されている。（1．C，J　AdvisoryOpmion
　　l999，0p，ozムs％μαn，90，Separate　Oplnion　ofVice－President　Weeramantry．）。
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告者が特権免除を享有するかどうかの判断が、その認定内容について上訴できな

いという意味で決定的・絶対的なものでなければならないというわけでもない。

事務総長による特権免除の享有の認定は、国連特権免除条約第30項に従えば、常

に国際司法裁判所による審査の可能性を有しているからである。この意味で、事

務総長が、特権免除の享有主体かどうかについて認定し、さらには専門家らの有

する免除を放棄し得る権利義務を行使することに関して、国連特権免除条約は均

衡のとれたいわばチェックアンドバランスの枠組を築いているといえよう。

B．テーマ別手続での事例

　以上がファクトファインディングに従事する構成員の独立性に関する理論的な

整理であったが、テーマ別手続では実際はどのように運用されているのかを検討

してみる。

①失踪作業部会について。同作業部会の構成員の独立性に関する保障は、作業

部会設置決議やその設置に際しての報告書や親機関による同作業部会の任務につ

いての決議などで論点として取り上げられていないのが実状である。ファクト

ファインディングに従事する者の性質について言及されている部分を設置決議10D）

から敢えて読み取ろうとすれば、構成員の五名の専門家は個人の資格で任務に従

事することが予定されていることが挙げられる。また、作業部会の下に寄せられ

る失踪に関する問題の情報に実効的かつ迅速に対応することが求められているこ

とから、ファクトファインディングに従事する者に任務における自由な裁量が認

められていることも挙げられる。しかしながら、同決議では作業部会構成員が自

由な判断で職務を遂行する必要性を認めつつもその保障は明記しておらず、また、

自由な判断で任務遂行する構成員らの身分保障についても何ら定めていない。設

置決議ではこのような実状であるが、実際の実行ではマジル事件で確立されたよ

うに、国連の任務を遂行する専門家としての作業部会の構成員は国連特権免除条

約で規定される特権免除が付与されるといえる。けれども・前述の通り・勧告的

意見では保障される特権免除の実体については一切触れられていなかったことに

は留意すべきである。

100）　CHR．Res20（XXXVI），1980．
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②恣意的拘禁作業部会について。その設置決議では同作業部会がその任務を遂

行するに際して客観性、独立性を確保しつつ裁量的に行うことの必要性が指摘さ

れている10％作業部会構成員の五名は客観的に、公平に、独立的に、そして自由

な判断の下で権限事項の範囲内で任務を遂行することとされている。独立性を付

与されている構成員個人は委任権限の性質を考慮しつつ寄せられる人権侵害の情

報に効率的に対応することが求められている。同作業部会では、ファクトファイ

ンディングに従事する者の独立性を確保するために調査対象国と同一国籍を有す

る者には作業に加わらせないという慣行も出来ているようである。しかし、設置

決議においてファクトファインディングに従事する者の独立性に関して規定して

いる部分は上記のごとしであり、失踪作業部会と同様に、ファクトファインディ

ング自体の独立性が必要であることを認識はしていてもその保障をすることはせ

ず、また構成員に関する独立性についてもそれが必要であることは指摘していて

もその保障を明記することはしていない。

　2　証拠法理

　証拠の果たす機能は、国内裁判も国際裁判も共通して、当事者間での法的争い

に関する真実の解明であるlo2）。しかしながら、あらかじめ明文で定められた証拠

法則が存在し証拠能力の認定が司法機関に任されている国内裁判とは異なり、証

拠を収集し筋にかける国際機関では厳重な規則などほとんど想定されていないの

が実状である1。3）。国際的な司法の場面では証拠に関するどのような実体規定があ

101）CHRRes．1991142pam．4．
102）　Sandifer，D．V，，“E両dence　Before　Intematlonal　Tribunals”，Unlversity　Press　of　Vlr．

　　g面a，1973，p．1．
103）　Co㎞，H．H、，1？z‘θ㎜麗oηαεFαcεrFηz伽？zg　P700θ3sθ3α砿εんθR撹どθqズ乙αω，Review　of

　　the　Intemational　Commission　ofJurists　no、18，1977，pp．40－48，p47．l　Sand赫er，nV．，

　　“Evidence　Before　Intematlonal　Tribun田s”〔revised　edition），Umversity　Press　of　Vir－

　　gmia，1975，p，189弓Brower，CN，Thθ、4ηα孟o禰μ（～ブEαα一F伽（オ貌g　B⑳γθ加彦θ”zα一

　　‘乞oηα’丁四わ％πα‘5’ノ1？z∠4ηα‘31s器απdαPγoヌ）03α♂σ㎝oθη乙勿zgεんθ五7”α伽αε乞oπ（～プ

　　Eり掘（枷θ血L皿1ch，R　〔ed，），“Fact－F血d血g　by　Intemational　Thbunals　Eleventh

　　SokolCoHoquium”，TransnationalPubhshers，1992，p．148．；Kazazi，M．，“Burden　of

　　ProofandRelatedlssues、AStudyonEvidenceBeforeIntemationalTnbunals”，Klu－
　　wer　Law　Intematlonal，1996，p184，。
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るのかをみると、国際審査制度では国際紛争平和的処理条約での規定104）や・前述

の国連のアドホックなファクトファインディングに関する統一的な手続のモデル

規則案1051や、ベオグラードルール1061などがある。さらに、実体規定とはいえない

までも、国際司法裁判所によって示された証拠に関する指針や欧州人権裁判所で

採用されている原則が挙げられる1㎝1。しかし、実際は、証拠を基に事実の認定を

していく機関（それが国際司法裁判所であれ、国際審査委員会であれ、国連のア

ドホックなファクトファインディング機関であれ）では、証拠法理が柔軟に適用

されている。したがって、それらに寄せられる情報の証拠能力や証明力は各機関

独自の判断に委ねられるといえる。

　国際人権規範遵守のコントロールをしていくためのファクトファインディング

では、様々な状況に柔軟に対応できるためにも、証拠能力の基準や証明されるべ

き程度の度合いの基準などについては柔軟なアプローチが必要である。しかしな

がら、ファクトファインディングが調査の対象国と国際社会との双方に対して信

頼性と説得力を有するためには、そのプロセスにおける公正性、公平性が求めら

れる。柔軟性を維持させながらいかに公平性を実現できるかが証拠法理には重大

な問題となってくる。

　以下では主として事実の認定で用いられる証拠法理としてどのようなものが示

されたのか、あるいはどのようなものとして存在すべきかについて、国際司法裁

104）　国際紛争平和的処理条約第18条及び19条。
105）　第20規則と第21規則で詳細に規定された。しかしながら事務総長による規則案は・

　　人権委員会における作業部会での審議で規定があまりに詳細と判断され・作業部
　　会による規定案に置き換えられて経社理決議1870（LVI）で是認された。修正され
　　た規定では、アドホック機関の作業方法と共にそれらが用いる情報源に関する規
　　則は、当該機関自体にそれらに関する規則を作成する権限が明示的に付与されて
　　いない限りそれを設置する親機関が当該機関の委任事項において定めるべきであ

　　るとされた。
106）　第9、11、13規則で証拠に関する規定がなされている。
107）　国際司法裁判所からは主として在テヘラン米国大使館事件を引用する。欧州人権

　　裁判所におけるケースとしては1978年のアイルランド対イギリスを例に取り上げ

　　て、証拠法理を帰納的に導く。なお、人権侵害状況に関するファクトファイン
　　　ディングに限らず、国際裁判における一般化された証拠法理について論じたもの
　　　として、中谷和弘「国際裁判における事実認定と証拠法理」松田幹夫（編）『流動

　　する国際関係の法』国際書院（1997）所収、221－255頁。lKazazi，oρc砿3％pγα
　　n．103．；杉原高嶺『国際司法裁判制度』有斐閣（1996）、217－226頁。
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判所や欧州人権裁判所での判例などに依拠しながら検討していく。そして、国際

裁判で用いられる諸原則として一般に主張されている法理（証拠能力に関する議

論、証拠として扱われると判断された情報の調査対象国に対する開示の必要性の

議論、証明責任や証明度といった説明責任に関する議論、そして証拠の証明力に

関する議論という順番で説明〉をテーマ別手続におけるファクトファインディン

グが守るべきものの目安として扱う。ただし、純粋司法機関であるとはいえない

ファクトファインディング機関の活動に国際裁判での証拠法理を用いて議論を進

めていくことには、反論もあることには留意すべきである。しかし、行政的国際

コントロールの一手法としてのファクトファインディングでの機能が司法的性質

にも広がり始めた現象を考えると、司法に類似した手法をプロセスに採りいれて

厳格性を求めていくことには異論もないだろう。

A．理論的検討

1）証拠能力（提出された情報が証拠となりうるかどうかの判断）

　国内裁判一般でいわれることとして、事実認定のために提出される一定の資料

について証拠能力が認められるためには、持ち込まれる証拠が被疑事実と自然的

関連性、法律的関連性108）を有していることや証拠禁止にあたらないこど091が要件

となる。このように国内裁判、とりわけ国内刑事裁判における証拠法上の原則は

かなり厳重に確立されているといえる。しかし、国際的な観点から人権侵害の状

況についての事実認定が求められている時、ファクトファインディング機関は必

ずしも厳重な証拠に関する法則に拘束されてはいないというのが実状であろう圃。

国際的に事実認定を行う機関は、一般的には被疑事実に関する証拠の収集に追わ

れておりml、それをさらに一歩進めた証拠能力の認定にまで到達できていないと

108）　法律的関連性の問題として自白法則や伝聞法則がある。

109）　証拠禁止の問題として違法収集証拠の問題がある。

110）証拠能力に関する柔軟な決まりに基づいて人権領域でのファクトファインディン

　　グが行われている例として1947年のパレスチナにおける国連特別委員会による
　　ファクトファインディング（UNDoc．，A／5694，para，164）、南アフリカにおける国

　　連アドホックファクトファインディング（⑳嘱．para．188．）、南ベトナムに派遣さ

　　れたファクトファインディングミッション（UNDoc．，A／5630A㎜exII（1963），
　　Rules14－18，）、イスラエル占領地域に関するファクトファインディング（UN
　　Doc・，E！CN・4／1016／Add・1i　UN　Doc，，A！33／356，para．29，）　など。
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いうのが実状であるという指摘すらなされているn2｝。

　厳重なものでないにせよ、実際に国際的に用いられている証拠に関する柔軟な

決まりとして例えば、P乞勝oπ事件でフランス・メキシコ仲裁委員会が用いた手

法がある。同手法は、いかなる方法で収集された証拠であろうと有罪と確定する

に必要と判断されるのであれば証拠として用いることができる権限が仲裁委員会

にはあり、また同委員会はそれらの証明力も裁量で決めることができるという柔

軟なものであったn3）。国際司法裁判所で採用されている証拠能力に関する指標は

在テヘラン米国大使館事件で示されている114）。本事件ではイラン側により国際司

法裁判所規程第53条が引き合いに出された。同条第2項では裁判所が「この裁判

をする前に、…請求が事実上及び法律上充分に根拠をもつことを確認しなければ

ならない」と規定されている。裁判所はコルフ事件で既に示された見解岡に言及

して、第53条2項でいう「充分に根拠をもつこと」の確認とは全ての細部に亘っ

て厳密に吟味することを必ずしも求めるのではなく、裁判所が請求の根拠が充分

であると判断できる程度という一定の範囲内でのこととしているll6）。

　Kazaziは欧州裁判所でのアイルランド対イギリス事件117）や国際司法裁判所に

おけるニカラグア事件1081を取り上げ、これらでは証拠あるいは証言の受理という

ことに関して厳格な取極めなどがなされているわけではなく、提出される証拠の

111）Ramcharanは、国連のテーマ別手続下でのファクトファインディングを取り上げ、
　　それらの機関が調査している事項（例えば拷問等）はほとんどが公の場に出てく
　　ることなく秘密裏に行われる事柄であるため国際人権領域におけるファクトファ
　　インディング機関が直面する証拠収集が困難であると指摘する。（Ramcharan，op，

　　o鉱即鶉αn，18，P．63．）

112）Sandifer，oμ観鋤pγαn，103，pp　l21－123．証拠能力の認定に関してKazaziは常設

　　国際司法裁判所や国際司法裁判所での事例考察から証拠不受理の基準確立の可能
　　性を分析しているが、結論としてどの判例をとってみても厳格な証拠排除法則た
　　るものが確立されるまでには至っていないと主張する。そのような状況において
　　は裁判所は証拠を排除しなければならないという義務意識に囚われることなく裁
　　量で必要な提出資料に対して証拠能力を付与することが可能となっているとする
　　（K既azi，oμ寵，即γαn．103，PP．18卜212）。

113）

114〉

115）

P伽oπcase（Fγαηcθv，U翻〃θ娩倣S鵬唐ench／Mexic㎝ClahnsCo㎜is－
sion），United　Nations　Reports　ofIntemationalArbitralAwardsvoL5，1952，pp325f［

σαεθOo？z6θη麗㎎　U？zz診θαSεαεθ3五）ゆの㎜麗oα冠Oo郷掘α7S雌乞？z　Tθんγαπ，

Judgement　of24May1980，1．C、J．Reports1980，parasユ1－13，

丁苑θCo吻0舳π㎎己0αsθ（ハ4θ蹴s），Judgement　of9Apr皿1949，LCJ，Reports1949，

p．248．
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いずれに証拠能力を認めるかは、これら裁判所に判断権があるとする。証拠能力

の認定に自由な判断を働かせることを認めることは、すべての提出された証拠に

証拠能力を与えることを当該裁判所に求めることではないにせよ、各々の裁判所

に各事件に対して柔軟に対応できることを求めることなのだと指摘するIl9）。

　証拠能力の判断が各事実認定機関によって柔軟に行われているわけであるが、

公正なプロセスとしての事実認定を求める側からは厳格性が要請される。しかし、

とりわけ人権侵害状況のファクトファインディングではあまりに厳格な証拠法理

は実益がないといえるわけであり、結局はプロセスの厳格性とプロセスの実現

性⑳とのバランスが証拠能力に関する決まりには求められよう。このような観点

に立った時Co㎞の指摘⑳は注目に値する。人権侵害の状況を調査する際に提出

される証拠の証拠能力の判断は、原則として各事実認定機関に必要に応じて柔軟

116）本事件で証拠能力が論じられた背景事情として次のことがある。米国側は、イラ
　　　ンで起きた革命によって、在テヘラン米国大使館における文書や職員とのアクセ
　　　スが妨げられたことで1979年11月4日以降の事実に関するものの中には充分な証
　　拠を提出することができていないものもある旨を主張する。裁判所は、提出され
　　　た証拠の大半がイランやその他の国からのテレビやラジオ報道といったメディア
　　　に基づくものであり、世界中の周知の事柄であることを指摘しつつ、米国がそれ
　　　らの情報が米国政府の知り得る限り真実であることの公的な証明を付した上で提

　　出していることにも考慮する。その上で、裁判所はそれら提出された資料が、証
　　拠能力の要件を満たしており裁判所規程第53条でいう「充分な根拠」を有してい
　　　るとした（1，C，J，Reports1980，0po鉱s％ργαn．114，paras12－13，〉Q

117）　1γαα綴v．U？痂θdκ乞？zgdo呪（1瓢んoαsθ），Europeam　Court　of　Human　Rights，18

　　JanuaW1978，European　Court　ofHuman　R㎏hts　senes　B　voL23－1，paras，160f£（Also

　　can　be　downloaded　fromくhttp：／／www　echr，coe　mt／〉．Hudoc　reference・REF

　　OOOOOO91Last　visited　on　l　March2003）
118〉M翻α御α嘱Pα猶α規乞‘z吻且・勘乞鰯伽鯉α9α襯Mσαγα9撹α（醜σαγα9協v．

　　U窺‘θαS鰯θ5qプ14耀γzoα），Ments，Judgement　of27June　l986，LC，J，Reports　l986，

　　para，62．本事件では、プレスによる記事や著書からの引用部分による提出資料につ

　　いては、証拠能力は認めなかったが、必要に応じて補強証拠として用いることは
　　できるとされたように、裁判所によって各事件に対して柔軟なアプローチがとら
　　れている。本事件と似たような証拠能力の認定手法を用いたものとして米州人権
　　裁判所の悔置αsg％θg£o翻guθ～事件（悔㎞g麗～Ro4冗g麗gcase，Inter－American

　　Cou瓦of　Human　R噛hts　se血es　C，no．41nter－American　Huma岨R嬉hts　Court，Judge－

　　ment　of29July1988，para。122－148（Also　can　be　downloaded　fromくhttp，／／www1，

　　umn．edu／humanrts／iachr／series＿G．html．＞．Last　vlsited　on　l　March2003）。

119〉Kaz翻，・pc鉱即脇n，103，P．183，

120）人権侵害状況に柔軟な対応ができるファクトファインディングの特性を保ちなが

　　ら、当該実施機関が適用できるプロセスが求められている。この意味でプロセス
　　の実現性、実益性と述べている。
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に認められるべきであるが、留意すべき事柄として三点が指摘されている。まず、

私人によって統制されているメディアから得た情報をファクトファインディング

での唯一の、もしくは主要な証拠として用いるべきではないということ。私的メ

ディアによる資料が伝聞証拠であるだけでなく、それらがある特定の立場を擁護

する偏向的なものであることが少なくないからである。次に、国内における法律

や宣言、あるいは国内裁判所の判決といった国家政府の公的な文書が、調査の対

象国についてのもっとも有効な証拠であるということ。第三に、提出される証拠

の証拠能力がそれらの収集者としての身分や資格といった要素にも大きく左右さ

れているということ⑳。これらの点を最低限考慮した上で証拠能力の判断を行う

必要があるだろう闘。

2〉証拠開示と証人保護の必要性

　事実を認定する機関によって証拠能力が認められいったん受入れられた証拠は、

そのことのみによって決定的な証拠として扱われるべきではなく、反対当事者に

よる反駁に付されることも必要である。人権侵害状況に関するファクトファイン

ディングの場合、提出された証拠に対する充分な反駁の機会が調査の対象となっ

ている国家に与えられるべきである。したがって、調査の対象国に対する証拠の

開示の必要性が出てくる⑳。

　調査の対象国に対する証拠開示の必要性が主張されるが、このことへの反発も

実際は存在する。例えば、チリにおけるファクトファインディングを遂行する作

業部会による主張がある。チリは同作業部会に対して、チリにおける人権侵害の

121）国家をその人権侵害について裁かれる被告にたとえるCo㎞は、法の支配の概念
　　が個人の人権の保護の観点だけではなく、個別国家に対しても保障されるべき権
　　利を授与しているとすべきという議論を展開する。そして、国家が侵害を犯して
　　いることを認定していく際のファクトファインディング過程での適正性・公正性
　　を論じている。（Co㎞，o鈴σ麗5脱pγαn．103．）。

122）1わ瓢，PP．45－46，

123）　Orenthcher（Orenthcher，D．F．，βθα暢？zg匪π？zθ55・Tんθイ4πα？zαSo乞θ兇oθqズH祝㎜箆

　　R勾んじsFαo孟一F脱α鵬g，Harvard　Human　RightsJoumalvoL3，1990，pp，108－130，）も幾

　　つかの留意すべき視点をNGOによるファクトファインディングに関して指摘し
　　ている。直接証拠について証人としてインタビューされた人の公正な人選やイン
　　タビューの行われた状況や方法にも留意すべきとしているという点では評価に値

　　するが、国内NGOやプレスから得られる情報についてはそれが偏向的なもので
　　あるかもしれないということへの配慮に欠ける。
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調査について作成される報告書ではチリの意見を求めるために同政府に対し開示

された証拠のみが含まれるべきであると主張した。これに対して、作業部会は、

証人の身体安全の確保の観点から、必要とあらば証拠の調査対象国への開示は拒

むことも有り得る旨を反論した。作業部会は、さらに、正当な理由によってチリ

政府に対して特定のケースに関する情報が伝えられなかった場合、国際法上の規

定や国連憲章規定の趣旨に照らして考えるならば、チリ政府に開示されなかった

証拠をチリの人権侵害の現状を認定するに際して作業部会が用いていくことに何

らの妨げもないと主張している。作業部会は、証言をした証人に対する身体安全

の確保が対象国により保証されない限り、証人に対する対象国からの報復を防止

するためにも、証拠を開示することに応じることができない旨を強調している1251。

　証拠開示の必要性を証拠法理に盛り込むことは、プロセスの公正性や公平性の

担保から必要であるが、上述の通り、証拠開示の必要性と証人の身体安全確保の

必要性という両者のバランスを保った上で対象国からの証拠に関する反論や意見

表明の機会を与えるべきであろう。

3）説明責任（証明責任囲・証明度）

国際人権領域でのファクトファインディングは証明責任や証拠の証明度につい

てかなりの程度の柔軟性で以って対応している⑳とされているが、実際にはどの

124〉実際、国連アドホックファクトファインディングヘの適用を意図したモデル規則

　　作成段階でその必要性が指摘された・人権委員会に寄せられたカナダ政府見解で
　　は、調査対象国に対する証拠開示の原則をモデル規則に盛り込んでいくべきとさ

　　れた。ただし、証拠の開示が行われる場合、ファクトファインディング実施機関
　　に対して非公開という前提で証言を行った際には証人の身元が明かされないとい
　　う但し書を付した主張であった（UNDoc，，EICN．4／1133／Add．3，）。同様の主張をイ

　　ギリスもしている（UNDoc，EICN．4／1071／Add．3，）。ただし、これらの主張は結局

　　経済社会理事会によって是認された報告書における手続規則では盛りこまれてい
　　ない。ILAにより作成されたベオグラードルールではその第12、22規則で証拠開
　　示の原則に関連する規定が設けられた。
125）　UN　Doc，，E／CN，4／1221，paras35－37．

126）　英米法において証拠の証明責任（burden　ofproof）は、大別して客観的証明責任

　　（説得責任）（burdenofpersuasion）と証拠提出責任（burdenofproduci㎎evi，
　　dence）から構成されているといわれる。このような認識に立ちつつも、人権侵
　　害状況についてのファクトファインディングでは証拠となりうる情報が入手困難
　　な場合が多いことを考慮すると、証拠提出責任についてまで過度に厳格にするよ
　　りかむしろ前者の説得責任に重点を置き、さらにその際証明度についても検討す
　　るのが望ましいということから二つの要素を本論文では取り上げている。
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ような柔軟性で対応がなされているのかを欧州人権裁判所のアイルランド対イギ

リス事件で示された見解囲を基に説明していく。

　まず、Kazaziによれば、証明責任は国際的な裁判では主要三アクター（訴え

を提起するもの、訴えられる側のもの、そして第三者的に裁いていくもの）に関

わって論じられる。そして、証明責任については三つの一般原則が導びかれる。

それらは、α0の短耽0脚η厩p70わ伽乞0（原告に立証が課される）原則129）、証拠に

おける両当事者の共同原則1301、証拠に関しての国際司法機関の権限131）である。結

論としては、証明責任についての上述三原則はいずれも互いに排他的ではなく、

全てが統合的に適用されていかなければならないとされ、事実の認定を行ってい

く機関は三原則をバランスよく満たす方法で証明責任をいずれに課すかを判断し

なければならないということである1瓶しかし、ここで示された三原則は、紛争

の平和的解決を主眼とした国際裁判における証明責任の観点から論じられている

のであり、当事者主義の弾劾型ではなくどちらかといえば糾問型の事実認定方法

を採用する人権侵害の調査としての性格が濃いファクトファインディング1お）にお

いてここで挙げられた原則が果して妥当するかについては検討を要する。ただ、

提出された資料あるいは実施機関自らが職権で収集した証拠に基づいてファクト

ファインディング機関が人権侵害の状況の存在を認定した場合に、その判断に対

して調査対象国による反論がなされるという観点からは、証明責任についての三

原則は関連してくる。

127）　Ramcharan，op　c乞‘5％P？a　n．18，PP．77－78，

128）　1γ・θ‘α鴨αv．U％初θακ魏gαoηz（1甥sんoαsθ），op　oz己s秘prαn．117．

129）国際的な裁判の観点から用いられるところのαoの短伽o％窺協p70δ観o原則は、
　　ローマ法体系における厳格な原則とは性質を異にしており、より包括的に、各当
　　事者が自身の訴えの申立てあるいは反論を自ら立証しなければならないというこ
　　とを表わすものであるとされている。
130）　これは双方の当事者に対して、事実認定がなされる場としての法廷に証拠の提出

　　を協力して出し合うことを義務づける原則であるとされている。
131）　国際的な裁判での事実認定機関としての法廷は、裁判の原則でもある第三者機関

　　としての公平性や当事者対等の原則に反しない程度で積極的に職権で証拠収集と
　　　しての調査に乗り出している・裁判所自らが職権で関与してくることにより、証

　　明責任がどちらにどれだけ課されるかについての事柄は影響を受けるとされてい

　　る。
132）Kazazi，op傭sゆγαn．103，PP221－224，PP．234－235，
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　欧州人権裁判所ではアイルランド対イギリス事件判決で次のように人権侵害の

認定に際して証明責任が扱われた。北アイルランドにおいて、欧州人権条約第3

条に反する行為が慣行として実在することについて同裁判所が認定するに際し、

当事国政府のいずれかがその証明責任を負うという認識には立たないことを裁判

所は主張した。係争事件について裁判所は提出された証拠を、それらが欧州人権

委員会によるものであろうと当事国から提出されたものであろうと、あるいは必

要に応じて自らが職権で収集したものであろうと、全て検討するとしている。た

だし、実際に人権侵害の状況が一見明らかにして存在することがいったん証明さ

れると、このことについて、そのような状況が存在しない旨の主張をする対象国

に証明責任が転嫁されると判断した1蹴35）。

　証拠の証明度について次にみていく。Ramcharanは、人権侵害状況のファク

トファインディングの任務を遂行する機関には一般的に「証拠の優越」が証拠の

証明度については適用されるべきと主張する附。つまり、事実認定に際して提出

された資料から事実の判断や仮定を行ない、それが過去において起こり得たかど

うかの可能性の優越で足りるとすべきということである。しかしながら、アイル

ランド対イギリス事件では、国内刑事訴訟で求められる「合理的な疑いの余地な

き程度」という、より厳格な証明度が要請されだ37）。このことからわかることは、

ファクトファインディングの柔軟な対応性を求める流れからは原則として証拠の

優越で証明度は満たされるといえるが、例外も実際には存在するということであ

133）　当事者対抗主義（adversarysystem）では、対立する両当事者がそれぞれ自己に有

　　利な法律上・事実上の主張や証拠を出し合って、それに基づき中立の第三者が決
　　定していく手法がとられる。他方、糾問主義（mquisltonalsystem）では、裁判官
　　の職権によって訴訟手続きが開始されて、裁判官が職権により犯人と証拠・証人
　　を捜査・糾問・裁判していく。テーマ別手続で行なわれているファクトファイン
　　ディングは犯人の処罰に主眼があるわけではないが、その手法としては後者の糾
　　問型の要素が強いとされている。
134）　1四’α？zαv，U？痂θdκ隅gdoηz，op，o鉱3％ργαn．117，paras，160－161．

135）Che㎎は、いったん原告側によって一見して明らかな程度まで被害（p短㎜ノαo招
　　case）が主張されれば、証明責任は被告側に転嫁されるとしている（Che㎎，B．，

　　“Gener田PmciplesofLaw圏ApphedbyIntematlonalCourtsandTnbm田s．witha
　　forward　by　Schwarzenberger，G”，Cambridge　Universlty　Press，1994，p．324．〉Q

136）　R㎝charan，op　o％3％Pγαn．18，P．78，

137）　1γθ’α嘱紘Uπ乞‘θ（オK乞ηg〔オo寵，op，o肱s％p偶αn　l　l7，paras160－161．

1151



（330）　一橋法学　第2巻　第3号　2003年11月

る。

　Kazaziは国際裁判の側面においては証明度についても司法機関に裁量が認め

られていると指摘する。しかしながら証拠をどの程度までどのように証明すべき

かという証明度について何ら検討しないことは正当化できないとも強調し、一定

のルールの検討の必要性を主張する1駄彼はまず最低限の証明度ともいえる「一

見して明らかな程度まで（p短㎜力o乞θevidence）」という基準を示す。P短㎜

血o乞θにも満たない証明では事実認定機関によっては不十分とされ、立証責任を

果たしていないとみなされ得るということである。しかし、Kazazi自身が指摘

するように、p短㎜如乞θという漠然とした基準が果して証明度の基準として用

いられてもよいのかという問題が残ることは否定できない139）。さらに高度な証明

の程度を要求するのが「合理的な疑いの余地なき程度」と「証拠の優越」である

とされている。国際裁判で前者の「合理的な疑いの余地なき程度」が求められた

例としては、前述アイルランド対イギリス事件の他に国際司法裁判所でのコルフ

海峡事件圃、さらに近時のものとして米州人権裁判所の嗣α5α％θ2κod短g％θ2

事件圃がある。「合理的な疑いの余地なき程度」のような高度に厳格な証明度を

採用することは望ましいが、国際的な事実認定において実際は十分な証拠へのア

クセスが保障されているわけでは必ずしもなく、そのような場合、国内刑事訴訟

で求められるような基準を採用するのは非現実的でありまた実益性に乏しいであ

ろう142）。したがって、より柔軟な証明度としての証拠の優越が採用されることが

多い。「証拠の優越」が用いられる場合、まずは一方当事者が提出した証拠に基

づいて問題が存在することを一見して明らかな程度まで証明することが求められ

138）　Kazaz1，0P，c撹，3％Pγαn．103，P．325．

139〉∫δ掘，pp．326－343しかしながら、Kazaz1は、もしこのp麗㎜駕昭なまでに証明
　　されたことで証明責任が達成されたと認定できるのであればこれは充分に基準と
　　　しての役割を果たしていると主張する・
140）　イギリスによって「アルバニア政府の黙認下で機雷敷設地域は設定されていた」

　　ことを立証するために提出された証拠に関して検討した後、国際司法裁判所は、
　　一国家に対して重大な罪を認定するためには、本件では達成し得ていない高度の
　　確定性が必要であると判断した（丁舵Co吻0んαη％♂Cαsθ（〃θ剛s），oμ飢，s肪

　　p質αn，115，pp，16－17，）。このことから、本件では高度な証明度としてのbeyond

　　reasonable　doubtが求められたといえるだろう。
141）　1他εα5（～％θ～Ro（オ吻％θ～case，oP，o寵．s％P猶αn118，paras．127，139，
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る。その上で相手方当事者に証明責任が転嫁され、最初の当事者による反論がな

されることになる。これらを考慮した形で、証拠の優越ということがいえる一方

で、このことは反駁されなかったp幅賜α力o乞θな証拠と同じことであるともいえ

るので、証拠の優越と反駁されないp幅㎜血c留証拠との証明度としての違いは

ないのではないかとKazaziは指摘している143〉。

　国際的な裁判では、事実認定機関は上述の「合理的疑いの余地なき程度」や

「証拠の優越」といった基準を厳密には国内訴訟のようには区別して用いていな

いことがRamcharanやKazaziによる国際実行の分析から窺える。国際的なファ

クトファインディングでは各事件の性質や状況に応じて柔軟に上述の証明度に関

する基準を組み合わせて用いているといえる。さらに、国際司法裁判所規程第53

条2項では裁判所によって「請求が事実上及び法律上充分に根拠をもつ」ことが

求められているが、ここでの「事実上及び法律上充分に根拠をもつ」という基

準翻を必ずしも欠席裁判だけに限らず他の国際裁判でも適用できる証明度の基準

として他の証明度と組み合わせて用いることもできるのではないか。実際、Ro－

d蛇g麗～事件において米州人権裁判所は、国内訴訟に比べ国際的なものでは証拠

の証明度はより柔軟に捉えられることから各事件の性質や状況さらにはその重大

性に応じて多様な証拠の説明基準が認められるとしている圃。国際裁判での証拠

の証明度は、各事実認定機関の裁量に委ねられているのが実状である。しかし、

これら事実認定機関が証明度の自由な判断を許容されていてもそれらは扱う事件

の状況に対して適当で合理的な証明度の基準を用いるべきという制約に服してい

るのである。

142）全ての事件において「合理的疑いの余地なき程度」まで証明されることを求める
　　ことが非実益的であることはある種のノルウェー公費事件でLauterpachtが見解
　　を述べた部分にも読み取ることができる（0αεθqブoθπα珈No㎜θgzαπムoα郡

　　（Fγαηoθv，ハめ㎜α〃），Judgement　of6July1957，separate　Ophllon　of　Judge　Lauter－

　　pacht，I　C　J．Reports，PP．39－40）0

143）Kaz既i，oP，o乞ε．sゆγαn，103，P．349．

144）Kazazlはこの点について、「事実上及び法律上充分に根拠をもつ」こととは「証拠

　　の優越」が求める証明度というよりは「合理的疑いの余地なき程度」の基準に類
　　似するものであると位置づけている。
145）骸θ‘αsg％θ～Ro伽9％θ～caseρpo％3ゆγαn．118．

1153



（332）　一橋法学　第2巻　第3号　2003年11月

4）証拠の証明カ

　ー般的に、証拠を事実認定においてどのように用いて判断を形成していくかは

ファクトファインディング実施機関に排他的に付与される権能とされている。こ

のことは欧州人権裁判所でのアイルランド対イギリス事件において確認されてい

る。同裁判所は判決の中で、訴訟手続や訴訟規則について外部から一切干渉を受

けることのない裁判所は、提出される証拠に関してそれらの証拠能力を被疑事実

との関連性で判断する権限があると示しただけでなく、その証拠の証明力に対す

る判断の完全な自由を享受することも示した1461。チリに関するファクトファイン

ディングの作業部会も、一般的に、事実認定を行う機関に提出された証拠の証明

力がその機関によって判断されるべき事柄であることを指摘している147）。

B，テーマ別手続での事例

　以上、国際裁判の実行から帰納的に導いた証拠法理の説明を行ったが、以下で

はテーマ別手続の失踪作業部会及び恣意的拘禁作業部会を具体的事例として証拠

法理の四要素に則して検討する。

①失踪作業部会は、具体的な作業方法について多くを白紙委任されていたが、

その活動を進める中で作業方法を漸次明確化している。1988年に人権委員会に提

出された報告書は作業方法の詳細を最も包括的に示したもの148）とされている。

　まず、作業部会の下に寄せられる情報の許容性要件（証拠の証拠能力）につい

て、次のように定めている’4％寄せられる失踪に関する情報は、失踪者の家族や

その友人によって提供されるもの、あるいは失踪者の家族の代理、関係国政府、

国際組織、人権擁護団体やその他の信頼性ある情報源によるものでも受理可能と

されているが、それらは書面によるもので情報の提供者の身元が明示されている

ものでなければならない。失踪のケースの解明をしていく上で、対象国政府には

当該ケースの調査をすることが求められるが、その際当該ケースに関する最低限

の情報が対象国政府に送付されている。このことを受けて、同作業部会は情報を

寄せる情報源に対し、最低限含まれるべき情報の要素15D）を規定している。許容性

146）　1γθεαπd　v．U冗窃θ己κz？zg（オo窺，op，σ乞ε，5％pm　n．l　l7，paras．208－210．

147）　UN　Doc．，AIC．3／31！6，p．15．

148）　UN　Doc．，EICN．4！1988！19，p肛as．20－30，

149）　1～）掘，paras20－21．
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要件を例えば国連の1503手続におけるものを用いるべきとする主張151）や自由権規

約・同第一選択議定書における許容性要件に服させるべきとする主張152）がみられ

る。これら二つの基準は比較的厳格なものであるようにみられるが、失踪作業部

会ではより柔軟な独自の基準を運用していると阿部は指摘している1闘。

　許容性要件を満たすと判断されたケースは当該国政府に送付される岡。政府か

らの回答があった場合、同作業部会はそれら回答を吟味して、失踪の報告を行っ

た者（情報源）へ送付する。失踪の報告をする者は、この政府による回答に対し

所見を述べたり追加情報を提供することが許されており、場合によっては作業部

会が情報源による反駁を再度当該国政府に送付することもある。同作業部会はそ

の活動の中で失踪者の家族さらには失踪の情報を報告する証人の保護に関しても

検討している。具体的には、作業部会に失踪の情報を提供する情報源としての失

踪者の家族や証人に対する迫害、脅迫、報復等の脅威が行われているとの報告が

あれば、作業部会は当該国政府に即時にコンタクトをとることが要請される。こ

れが「迅速な介入手続（prompt　intervention　procedure）」として実施されている

作業方法の一つである05％

　同作業部会は、「政府による回答が失踪者の（その生死の状態に関わらず）現

在の所在・帰趨に関する明らかな情報を提供しており、しかもその情報が失踪者

の家族によって受諾されるであろうことが合理的に予測できるほど十分に明確な

ものであるとき、作業部会は当該ケースが解明されたものとみなす」という、い

わば政府回答における証明度の基準を明示している岡。そして、同作業部会は、

このような合理的に予測できるほど明確な情報を回答として政府が提出した折に

は次会期においてそのケースの終了（ケースの解明“casesclarifiedbytheGov一

150〉　失踪者の氏名、失踪の日時・場所、失踪行為に携わったとされる者や団体、失踪

　　の事実解明で採られた方策や国内救済手段。
151）　アルゼンチンによる1981年になされた主張（UNDoc，，EICN4／SRl603paras．31，
　　36，52．）。

152）　コロンビア政府がこのような主張の急先鋒に立っているといえる。（UN　Doc，E／
　　CN．4／1987／15para．26）Q

153）　阿部「前掲論文」（注25〉、132頁。

154）　UN　Doc．，EICN．4／1988／19paras22－24，

155）　UN　Doc．，EICN．4／1991／20para．26．；UN　Doc．，EICN4／1992／18para．34

156）　UN　Doc，，EICN4／1988／19para，26，
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er㎜ent’sresponses”）を正式に決定する。これに対して、失踪者が失踪の後に

どのようになったのかについて明確であるものの、その者に関する現在の所在・

帰趨について明らかでない政府回答157）については、情報源からの返答が待たれる

慣行となっている1駆》・さらに・いったん解明されたケースであっても・情報源に．

よってその誤りが充分に立証される際、同作業部会は当該ケースを再度政府に送

付して未解明のケースとしてそのコメントを求めている159）。

　失踪作業部会における証拠法理の活用を整理するならば、証拠能力の基準は概

して柔軟に用いられており、情報に対しては「合理的に予測できるほど十分に明

確なものである」という証明度が求められ、証拠の開示の法則も採り入れられつ

つ証人の保護に関する迅速な介入手続も設けられている。情報源から寄せられる

失踪の事態の申立てに対して当該国に回答を余儀なくさせ、その回答に対する情

報源からの反駁の機会を保障する作業形態を失踪作業部会が採用していることを、

情報源と対象国政府との間における当事者主義の原則でもある武器対等原則が確

立されたとRudolfは評価している1601。

②恣意的拘禁作業部会の作業方法は1998年に提出された報告書で提示された16D。

個別ケースの調査に関する手続は大別して次の四段階に分けられている。作業部

会への通報の提出、人権侵害申立に関する対象国政府への論駁機会の提供、当該

政府による回答に対する情報源による意見表明機会の提供、作業部会の意見提

示1肥〕。

157）例えば、失踪者が拘禁場所から釈放されていることを明らかにしつつも、その者

　　の現在の所在や帰趨については沈黙している政府回答など。
158）ただしこの場合には「6ヶ月ルール」が適用され、政府回答が送付されてから半
　　年以内に情報源からの返答がなされない時には当該ケースが解明されたものとさ
　　れている。逆に、情報源からの合理的根拠に基づく反論が政府回答に対して寄せ
　　られた場合、当該政府は再度コメントを求められる。
159）　UN　Doc．，EICN．4／1988／19paras．27－28，

160）　RudoK，B，丁舵丁んθ㎜麗σRαppoπθ％飢3απ〔オ四〇γκ乞㎎σγo％ps（～ブ漉θU箆麓θdNα一

　　君乞oη5σoηz7麗55乞o％o冗∬視”zα？z翫g尻5，Max　Pヒanck　Yearbook　of　United　Nations　Law，

　　2000，pp．289－329，p303しかしながら、回答面などにおける当該国政府の協力が
　　得られない場合には情報源から提出された報告の事実性を推定するという方針ま
　　で採られているのではく、あくまで国家の協力を要請するのが同作業部会の作業
　　方法であるとされている（zわ鳳，p304）。

161）　UN　Doc，E／CN，4／1998／44Amex．1“Revised　Methods　ofWork”，
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　恣意的拘禁についての問題が同作業部会の目に留まるように提出されるが、基

本的には作業部会の関与は、当該恣意的拘禁に直接関わる本人、その家族やそれ

らの代理人、あるいは人権擁護団体としてのNGO、さらには関係政府や政府間

国際組織により提出される通報’631を受理することから開始する。作業部会は通報

に記載されるべき最低限の項目を列挙しており、さらに作業の円滑化を意図して

「質問事項モデル（modelquestionnaire）’撰1」155）を作成している。しかし、通報に

記載されるべき事項を連ねたモデルはそれに則した形で通報が提出されるべきこ

とを義務づけているわけではなく、したがってモデルに則していない通報が許容

性要件を満たさないということにはならない。作業部会での通報の許容性要件

（証拠能力）に関する厳格な基準は作業部会によって設けられていないといえる。

なぜならば、上述の通り、作業部会が列挙した記載事項の一部を欠く通報であっ

たりモデルで示された形式を踏まなくてもそれだけが原因で非許容とされること

はないからである。

　通報が受理されると、調査の対象国政府に対して情報源からの訴えの申立てが

開示され・それに関する意見表明の機会が付与される。作業方法における当事者

主義的手法を重視することから、作業部会は証拠開示の原則を充分に考慮してい

ると評価できよう。通報が作業部会に提出されると、作業部会は関係国の注意を

喚起してそれらの事柄に関する適切な調査の後にその結果について同作業部会に

回答するよう要求している・作業部会は提出される通報の情報源を対象国政府に

開示しないという方針を採用していることから、相手方当事者（この場合では対

象国政府）に対して証拠の開示を行いつつもその証拠の情報源あるいは証人の安

全の保障を確保している。付言するならば、当該国政府回答に対して情報源に意

162）1997年における人権委員会による要請により従来表明されていた「決定（deci．
　　sion）」が「意見（opimon）」へと変更された（UNDoc．，E／CN，4／RES／1997／50para．
　　7，）。

163）　通報は書面により国連事務局宛に提出される。

1留）UND・c・，E／CN朋992／20㎞exIL舟s・repr血ted㎞FactSheetN・．26，TheW・rk㎏

　　Group　on　Arbitrary　Detentlon，Annex　V．〔Dowdoaded　ffomくhttp・〃www．unhchr　ch／

　　html／menu6／2／fs26、htm＞last　visited　on　l　March2003，）

165）　列挙された項目とは、通報者や被拘禁者の身元に関する情報（氏名・住所・職業）、

　　逮捕や拘禁に関する情報（日時・場所、理由、関係国内法）などである。（“Re－
　　vised　Methods　ofWork”，op．σz孟．5ゆ猶αn，161，paras，9－12）
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見表明をする機会を付与することも証拠の開示の原則に関わってくる。

　証明責任に関わる作業部会での実行として、期限内に政府回答が得られなかっ

た場合、作業部会は提出された情報で見解の採択が可能と判断した際には政府の

回答なしに審議を進めることができるという方針を採っている’茄）。キューバ、イ

ンドネシア、ペルーについての作業部会の「決定（decision〉」167｝では・政府側と

被害者側の相反する申立ておよびそれらを支持する各々の証拠を基に作業部会が

「『説得力のある』証拠（‘‘convinci㎎”evidence）」という、厳格性の度合いからす

れば中問の基準にあたる証拠の証明度を用いているが、この証明度の基準は米州

人権裁判所の堀αsg粥5Rod掩g麗～事件で示された証明度の基準を参考にした

ものであるといわれている監68｝◎

　恣意的拘禁作業部会での作業形態を概観した結果、設置決議159）により委任され

た権限の範囲内での任務遂行上の柔軟性を充分に考慮に入れた作業形態、作業方

法が重視されているように思われる。委任権限の枠内での裁量が広範に認められ

ることで、作業方法における証拠能力や証明度、さらには証明責任に関する証拠

法理は厳格性が和らいだものとなっていて柔軟な対応性に重きが置かれているよ

うに思、われる。

　失踪作業部会、恣意的拘禁作業部会の双方ともその設置決議でそれぞれの作業

部会は裁量的に自身の任務を客観的にかつ公平に遂行することが求められている。

恣意的拘禁作業部会の設置決議およびそれを明確化した人権委員会決議1997／50

では繰り返し「独立性」の文言自体が用いられL7。）、ファクトファインディングに

従事する機関の独立性が必要であることがより強く主張されている。しかしなが

ら、機関としての独立性の必要性が設置決議などで規定されていても、いざその

ような独立性の保障がなされなかった場合どのような措置が予定されているのか

166）　Fact　Sheet　No26，0P．σ寵．s％Pγαn，164

167）　キューバについてはDecisions9，10，and14！1992（UNDoc，，EICN．41993／24，）、イン

　　ドネシアについてはDecision36／1996（UNDoc．，EICN．4／1997！Add，1）、ペルーにつ

　　いてはDecision10！1995（UNDoc，，E！CN，4／1996／40！Add．1）0

168）　Ru（10ぜ，opc窃3％Pγαn160，P315，

169）　CHR　Res　l991／42para，4．
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については言及されていない。この点については、国際司法裁判所におけるマジ

ル事件以降、国連の専門家に対しては国連特権免除条約での特権免除が保障され

るという慣行ができている。事実、クマラスワミ特別報告者に関する勧告的意見

でも同条約が援用された。しかしながら、国際司法裁判所での独立性の保障に関

する検討は充分であったとはいえなく、今後はさらなる検討が必要である。失踪

作業部会や恣意的拘禁作業部会での作業からみられる証拠法理の活用では次のこ

とが導ける。テーマ別手続の制度としての柔軟な適応性を保つことが必要である

こと、および一国内における人権侵害の状況を立証するのに不可欠な証拠が収集

しにくいということに対応していくためにも、証拠法理は厳格過ぎない基準とし

て捉えられている171）。

　本論文では、失踪作業部会と恣意的拘禁作業部会のみを取り上げて分析を加え

ているが・テーマ別手続での他の特別報告者や作業部会による作業方法を全般的

に分析している論者らによっても同様の指摘がなされている1721。すなわち、テー

マ別手続は人道的な性格を重視していることからあらゆる状況への対応を可能に

するために厳格すぎないプロセスにすることで委任権限枠内における柔軟な任務

遂行を可能としている。しかし、プロセスを柔軟にし過ぎることには弊害も伴な

う。テーマ別手続機関に寄せられる情報に基づいてなされる事実認定で証拠法理

が極度に柔軟になってしまうことによって、ファクトファインディングを実施す

る機関による事実認定の結果の客観性が低まり、制度全体の信頼基盤が揺らぐこ

とにも繋がりかねないからである閲。

170）設置決議（人権委員会決議1991／42）では幾度もindependentexpertsという表現

　　で専門家の独立性が表明されており、決議1997／50では作業部会の任務が独立性
　　　を以って（withindependence）遂行されるべき旨とindependentexpertsが厳格

　　にそれらの権限事項の範囲内で任務を遂行することとが求められている。
171）　とりわけ、証拠能力に関する基準では柔軟性を最大限に尊重する基準が用いられ

　　ているといえる。失踪作業部会の作業方法の検討が当時行なわれた際、寄せられ
　　る人権侵害の情報の受理要件についてソ連をはじめとする東欧諸国からはテーマ
　　別手続機関による作業のインプット面を抑制すべくかなり厳格な基準が提案され
　　た・実際に採択された失踪作業部会の授権決議では、寄せられた情報を基に事実
　　解明をしていく際・政治的に動機づけられたものやバイアスのかかった情報提供
　　は排除されるという旨の規定に留まった・（CHRRes10（XXXVII），1981〉
172）趣t・n，・μ乞‘即γαn，10，p．177，；Ka㎜血ga，・μ乞醜脚n，23，PP．302－317．
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　以上の考察から、プロセスの厳格性と柔軟な対応性との双方のバランスを保つ

上で証拠法理が重要な役割を演じているという結論が導ける。そして・このバラ

ンスが保たれることでテーマ別手続におけるファクトファインディングの実効性

は高められるといえる。Orenthcherは人権侵害のファクトファインディングで

目安として用いられている国際裁判における証拠法理が・両者のバランスをうま

く保つことに貢献していると評価している。人権侵害におけるファクトファイン

ディングでは、柔軟な証拠法理が必要であるとしても、侵害の認定を行う場合に

は高度に立証された事実に基づく少なくともp幅㎜血o招な人権侵害状況の確立

が求められているからである圃。

V　結び

　論文冒頭で述べた通り、国際人権規範の遵守に対する国際コントロールは、対

象国や国際社会での意思形成における影響力を強めようと進化し続けている。

テーマ別手続でのファクトファインディングは、経社理決議1235が当初予定して

いなかった機能までをも果たす迄に権限事項の枠内において創造的展開を繰り広

げている175）（第H章）。ファクトファインディングが実効性を有していくために

は、その作業や作業から導かれる結論に説得力や影響力が与えられて、国際社会

での意思形成に実際用いられていかなければならない。そしてこの説得力を求め

ていく上で、ファクトファインディングのプロセスに着目し、プロセスの公正性

からその信頼性や国際社会における受け入れられやすさが高められる176｝ことを命

題として掲げたのであった（第皿章）。ファクトファインディングにおけるプロ

セスの公正性や公平性がどのようにすれば担保されるかを本論文では二つの要素

から検討した。ファクトファインディングを実施していく主体の独立性の保障と

いう点と、ファクトファインディングの検証と認定の機能において重要となって

くる証拠法理の点である（第IV章）。

173）　　Kamm㎎a，乞わ乞d，p．308，

174）　Orenthcher，oP，o寵　note．123，PP．107－108

175）　佐藤哲夫『前掲書』（注23〉。

176）FranckandFamey，opo砿s脚γαn33・
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　ファクトファインディングのプロセスを国際裁判のそれへと近づけてプロセス

の公正性からプロセスの信頼性を高めて国際社会におけるコントロール機能を実

効的にしていこうとする現象を、本論文ではテーマ別手続の司法化と仮定して捉

えようとした。このような現象は実際にはどの程度まで進んでいるのかを考察す

るのが本論文の課題であった。第IV章で検討したように、国際司法裁判所や欧州

人権裁判所さらには米州人権裁判所での実行から帰納的に出された証拠法理は、

柔軟にではあるがテーマ別手続のファクトファインディングにおいて適用されて

いたという結論に達した。この意味では、テーマ別手続でのファクトファイン

ディングが国際裁判に類似した準則を用いており、司法化傾向にあるといえる。

しかしながら・テーマ別手続という行政的な国際コントロールが司法化の現象に

あると主張する場合、プロセスが司法に類似した厳格さを有してきているかどう

かのみを検討するだけでは不十分である。実際の活動を行っている主体の性質が

司法機関に類似してきているのかという側面、さらには当該活動による効果が司

法によるそれに類似してきているのかどうかという側面にも検討を広げる必要が

出てくる。

　テーマ別手続の司法化を現状分析していった結果、導かれた私見は次のような

ものである。第一に、実際の活動を行なう主体の側面について。公正な裁判を行

なうことが任務である司法機関においては司法権の独立が保障される。国内法で

司法権の独立が論じられる場合、それには広義の意義（立法権・行政権からの司

法権の独立）と狭義の意義（裁判官の職権の独立）とがあることは周知の通りで

ある’7％前者の広義における司法権の独立では、立法府、行政府、司法府という

異なる機関に各権限を委任した上で三権分立を実現するという組織的な権力分立

が想定されている。しかしながら集権的な国内統治組織とは異なる国際社会】捌、

とりわけ国連においては、このような組織的な権力分立は導入されて）1ない1η）と

いえる180）。しかし、テーマ別手続機関は委任された権限の枠内で進化し続けてい

ることから、多岐にわたる当該機関の果たす機能を分析的に区分することは可能

177）　辻村みよ子『憲法1日本評論社（2001）、482頁。

178）　ここでは普遍的国際組織が念頭にあるため、欧州連合における統治組織形態は考

　　慮していない。
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であるかもしれない08D。行政的国際コントロールを行なう機関として設置された

テーマ別手続機関が、人権侵害を法的に認定していくという司法的な任務に踏み

込んでいく場合、当該ファクトファインディングの国際杜会に対する説得力を高

めるにはそのプロセスにおける厳格性が求められてくるであろう・つまり、一機

関が果たす機能において司法化の程度が上がれば上がるほど、そこでの手続での

厳格性は求められてくるということである。ファクトファインディングが・国際

人権規範からの逸脱を明るみに出して当該国家に改善させていくことを説得して

いく活動としての実効性を高めるために、このような機能的な権力分立から導か

れる正当性も必要とされるかについては、本論文で検討できなかった点として今

後の課題としたい。

　後者の裁判官の職権の独立は、プロセスの公正性や公平性の流れからも求めら

れたため本論文でも扱った。テーマ別手続でのファクトファインディングに従事

する特別報告者や作業部会の構成員は優秀かつ卓越した学識経験者としての専門

性と独立性を有することが求められているが、専門家の職権の独立性に関して

Rudolfによる指摘1測は一考に価する。彼の見解では、特別報告者や作業部会メ

179）　ファクトファインディング機関に対する委任権限の規定のされ方は不明瞭であり、

　　活動を柔軟に遂行できるように動態的に解釈できるようなものとなっている。こ
　　のような委任内容ではファクトファインディング機関による権限逸脱行為の歯止
　　めとはならず、たとえ組織的な権力分立が導入された場合でも、司法機関に向け
　　　られるチェックアンドバランス体制が不十分であり、この意味においても純粋司

　　法機関に近づいていくことには困難が伴なう。
180）　Sato，T．，丁厄θ‘θgz厄㎜o〃QプSθo秘短彦紗Oo％鴬乞直αα側窃乞θ5％？z（オθ70んαpδθγレ71〔～ブ漉θ

　　UIVCんαγむθ7sz％oθεんθ研z4qμんθOoεd昭αγ，in　CoicaudJ，Mθ苫α置，（eds），“The　leg血一

　　macy　of　intemaUonal　orgamzations”，United　Nations　Universlty　Press，2001，

　　pp。30｝一352．；佐藤哲夫「国際連合憲章第七章に基づく安全保障理事会の活動の

　　正当性」一橋大学研究年報　法学研究34（2000）、175－242頁・ただし・佐藤は安

　　保理における行動を行政的、立法的、司法的機能に分析的に区分することは可能
　　であるとし、一機関による活動の正当化を導く機関内部での権力の機能的な分立
　　の要請はありうると指摘する（佐藤「同上論文」、208頁）。

181）例えば、Rudolfはテーマ別手続での特別報告者や作業部会が法的審査を行ない・

　　その判断が積み重ねられていくことで慣習法化していくという議論を提示してい
　　　る。この意味で、ファクトファインディング機関が立法的機能を果たしていると
　　主張する（Rudolf，opσz左s％p質αn．160．）。deFrouv皿eもまた・テーマ別手続に国

　　際人権規範の発達・創造機能を付け加えることが可能だと主張する（deFrouvi皿e，

　　・μ乞ごs柳γαn．4，P．44）。

182）　Rudoぼ，乞わ掘，pp．296－297
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ンバーは個人の資格で行動する独立した専門家であるため、テーマ別手続機関の

設置権限を有する親機関としての人権委員会からの指示以外には拘束されないと

いうのである。人権委員会は国連の政治機関であり、司法的要素よりはむしろ政

治的要素が強いものである’胸。専門家の職権の独立性を確保してファクトファイ

ンディング機関の司法機能を高めていこうとしても、親機関である人権委員会に

よる介入の度合如何によっては当該活動が政治的要素に毒され、独立して司法機

能を果たすという機関の特性が危ぶまれてくることもある。したがって、私見で

は、職権の独立性といった場合、人権委員会という親機関や調査の対象国など国

連内部からも国連外部からも独立性が保障された上でファクトファインディング

の任務に従事できることが重要である圃。

　テーマ別手続においてファクトファインディングを行なっている機関が、司法

機関としての様相を呈してきているのかどうかについてはさらなる検討を要する

が、純粋司法機関であるとはいいきれないというのが結論である。そして、ファ

クトファインディングが国際人権規範からの逸脱をコントロールしていくもので

あるという特性1緬1からすれば、法規の適用から具体的争訟を解決していくことに

主眼を置く司法機関そのものになるよりは、むしろ広範に活動を展開できるよう

な柔軟性を有した機関であるべきといえる。

183）　国連が提供する人権保障のための手続や討論の場として人権委員会を活用してい

　　　くためには・国連の政治的多数による支持を得なければならない。人権委員会を
　　中心に進められる国際人権保障メカニズムは、国際社会の関心を高めてその帰結
　　　としての圧力を加盟国政府にかけていくこと（shamepohtics）で人権保障・保護

　　の目的を達成している。したがって、人権委員会自体は司法的方法を用いて法的
　　拘束力を有する司法的結果に導くという機能を果たしているとは言えない。
184）　しかし、実際は特別報告者らの任期延長の承認は親機関によって行なわれること

　　が多いため・親機関からの完全なる独立を実現することは難しいといえる。
185）　ファクトファインディングは、調査の対象となる国家を裁いたりあるいは非難す

　　ることを目的として活用されるのではなく、むしろ、人権侵害問題があるとされ
　　る状況を真に解明してそのような状況を改善させていくことで国際人権規範の遵
　　守をコントロールする目的で用いられる。人権侵害状況に終止符を自らが打つと
　　いうことにファクトファインディングの目的があるのではなく、ファクトファイ

　　ンディングとはある特定の問題や争いを解決へと導く一つの突破口でしかない
　　（剛er、R・，U惚姻伽鵬Fα・彦一F惚伽9〃＝襯・魎励θF磁岬％㎜η鞠儒，
　　Austrahan　Year　Book　of　Intemational　Law　voL1970－1973，1970－1973，pp．40－50，

　　p．47．）と捉えるべきである。
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　第二に、プロセスの公正性の観点について。前述のファクトファインディング

機関の独立性について本論文の考察では、独立性が求められなければならない重

要性については認識されていてもその保障が果たされなかった場合の措置の運用

が不十分であり、今後の展開による整備を待つ他はないと結論した。証拠法理に

ついては、柔軟性を保たせながらバランスよく厳格性が実現されているのではな

いかという結論であった。独立性の保障については残された課題が多いが・証拠

法理に関しては一定の司法化が実現しているといえよう。

　第三に、活動による効果について。これは、ファクトファインディングを遂行

する機関によって示された見解なり結論が行政的国際コントロール全体の流れの

中でいかなる位置付けを受けているかに関わってくる。ファクトファインディン

グでは、当該活動の実施機関からその親機関への報告書の提出が求められている。

この報告書の実体は多くの場合が改善勧告であるとされている。政治機関である

親機関が改善勧告を含んだ報告書を決議の中に盛り込みながら採択していくこと

で、ファクトファインディングの効果が国際社会に及んでいくのである。この作

業経緯から窺うに、見解や結論を導くプロセスがどんなに厳格になろうとも、

ファクトファインディングから導かれた結論が人権委員会をはじめとする国連の

政策決定機関によって活用されなければ国際人権規範遵守のコントロールは決定

的な影響力に欠ける、という結論に達することは否定できない1邸）。

　テーマ別手続におけるファクトファインディングの手法は、裁いたり非難しよ

うとすることに主眼があるのではなく、人権侵害に対する救済や人権の回復を支

援しようとすることにある’871。また、ファクトファインディングからの結論が司

法的要素よりは政治的要素が本質となっている親機関によって活用されない限り

決定的な効果をもたないということも考慮すると、ファクトファインディングに

よる効果が司法的結果に達することを求めるべきともいいきれない。なぜならば、

テーマ別手続など国際人権領域で用いられるファクトファインディングの意義は

186）　テーマ別手続の特別報告者や作業部会が作成する報告書が、親機関や他の国連政

　　策決定機関において決議に盛り込まれていなくとも、それ自体で直接的に国際社

　　会の関心を高めるという直接的な効果を有する可能性はある。

187）　Ramcha」an，op　o麗s脱Pγαn18，PP．6－7，
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法に照らして悪しき者を裁くことにあるのではなく、国際人権保障の度合いを高

めていくことにあり、当該活動の効果は司法的決定としての特質を得ることには

なじまないからであるL銘1。

以上、三つの側面からテーマ別手続の司法化を捉えることを試みた。ファクト

ファインディングの実施主体、及び、ファクトファインディングの効果の二点に

ついては司法におけるそれへと近づいてきたかどうかを断定するには論証不十分

という結論であった・しかしながら、テーマ別手続の国際人権規範遵守のコント

ロール機能を高めるために着目された厳格なプロセス重視の動きは、行政的国際

コントロールヘ司法的方法を適用し始める突破口となったといえる。したがって、

プロセスの公正性に関しては、残された課題はありつつも、一定の司法化がテー

マ別手続において現れてきたと結論できる。

188）　しかしながら、ファクトファインディングが国際人権規範遵守のコントロール機

　　能を実効的にしていくには、当該活動から求められた結論がその後どのように位
　　置付けられるかの検討を要する。この点は今後の課題としたいが、その際、次の
　　事柄に着目する必要がある。第一に、ファクトファインディングによって提示さ
　　れた改善勧告が親機関によって決議として採択された場合、その決議の効果の分
　　析として、法的拘束力があるかどうかの二分論ではなく、決議が規範として有す
　　る波及的法的効果に関わらせながら論じていけば、対象国や国際社会への影響力
　　の度合いは具体的に捉えることができるということ。（国連決議を法的拘束力の有

　　無の二分論によって論じることに対して批判的な検討を行なっているものとして
　　Sloan，B，，“Umted　Nations　General　Assembly　Resolutions　In　Our　Changing　World”，

　　Transnational　Pubhshers，1920，；茶木久実子「国際機構の決議の法的性格に関する

　　研究　一いわゆる『決議の拘束力』論に対する批判的検討一」国際基督教大学大
　　学院行政学研究科提出学術博士論文（1987）。）第二に、改善勧告やそれを盛り込
　　んだ決議がもたらす効果のうち遵守促進力（comphance　pun）は、法的推論の合
　　理性に左右されるということ・テーマ別手続で活用されているファクトファイン
　　ディングは、国内における行政委員会の活動に類似している。独立行政委員会は、

　　その活動に基づく決定について、司法審査を受けるとされる。しかしながら、実
　　質的証拠法則によって裁判所は、行政委員会の専門的知識経験に基づく事実認定
　　及び政策的判断を尊重すべきとされることもある。（波光巖「公正取引委員会の準

　　司法的手続の構造」関東学園大学法学紀要第7巻1号（1997）、1－20頁、3頁。）

　　テーマ別手続においては当該活動から導かれる結論に対する司法審査なるものは
　　予定されていないことから、果して国内における行政委員会での議論を類推すべ
　　きかは議論の余地があろう。ただ、人権委員会が決議を採択していく上で、ファ
　　クトファインディングの示した事実認定や法的評価さらには改善勧告が「これを

　　立証する実質的な証拠がある」（独占禁止法第80条1項）と信ずるに足る場合にの
　　み、当該結論に拘束されるとすることは可能であろう・ファクトファインディン
　　グに基づく報告書が、人権委員会をはじめとする国際社会を説得するためには、

　　報告書が合理的な法的推論に基づいていることが重要である。
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